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第２章　市税のあらまし

 

（1）個人市県民税

　◆個人市県民税を納める人（納税義務者）

市 民 税

均 等 割

個人市民税

法人市民税

所 得 割

均 等 割

法 人 税 割

個人市県民税を納める人は、次の①又は②に該当する人です

①その年の１月１日現在、市内に住所がある個人

②市内に事務所、事業所又は家屋敷を有するが住所はない個人

納める税割

均等割 所得割

○

○

○

①市　民　税
　市民税は、日常生活に結びついたさまざまな行政サービスに必要な費用を、できるだけ多く
の市民の皆さんが分担し合うという、地方税の性格をよく表している税金です。
　市民税には、個人にかかる個人市民税と、会社等の法人にかかる法人市民税とがあり、これら
の市民税には、均等に負担する均等割と所得に応じて負担する所得割（法人の場合は法人税割）
があります。
　また、個人県民税については納税者や課税のしかたが個人市民税と同じなので、市県民税と
してあわせて納めていただき、その分をいわき市から福島県に払い込んでいます。

※いわき市に住所を有するかどうか、又は事務所などを有するかどうかは、その年の１月１日
　（これを賦課期日といいます。）現在の状況で決められます。
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　●給与所得の計算
　給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引
くことになっています。給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されま
す。

（速算表） 

　●公的年金等の所得の計算
　公的年金等の収入金額から公的年金控除額を差し引いたものが、所得として取り扱われま
す。公的年金等の所得の金額は公的年金の収入金額に応じて次のように計算されます。

※65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日現在の年齢で判定します。

給与等の収入
金額の合計額

給与等の収入
金額の合計額

から まで から まで

650,999円まで 0円

969,000円

970,000円

972,000円

974,000円

10,000,000円以上

651,000

1,619,000

1,628,000

1,800,000 3,599,999

3,600,000 6,599,999

6,600,000 9,999,999

1,799,999

1,620,000

1,622,000

1,624,000

1,618,999

1,619,999

1,621,999

1,623,999

1,627,999

円 円

円 円

給与所得の金額

給与等の収入金額の
合計額から650,000円
を控除した金額

給与所得の金額

「Ａ×4×60％」
で求めた金額

「Ａ×4×70％－180,000円」
で求めた金額

「Ａ×4×80％－540,000円」
で求めた金額

「収入金額×90％－1,200,000円」で求めた金額

「収入金額－2,200,000円」で求めた金額

（Ａの算出方法）
給与等の収入金額
の合計額を「4」で
割って千円未満の
端数を切り捨てて
ください。

受給者の年齢

６５歳以上

６５歳未満

収　入　金　額

～　3,299,999円

3,300,000円　～　4,099,999円

4,100,000円　～　7,699,999円

7,700,000円　～

～　1,299,999円

1,300,000円　～　4,099,999円

4,100,000円　～　7,699,999円

7,700,000円　～

収入金額　　　－　　　　1,200,000円

収入金額　×　75%　－　   375,000円

収入金額　×　85%　－　   785,000円

収入金額　×　95%　－　1,555,000円

収入金額　　　－　　　　   700,000円

収入金額　×　75%　－　   375,000円

収入金額　×　85%　－　   785,000円

収入金額　×　95%　－　1,555,000円

所　得　金　額
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控除の種類 控　除　の　内　容 控　　除　　額

寡婦（夫）控除

勤 労 学 生 控 除

配  偶  者  控  除

配偶者特別控除

本人が、次に該当する人

①寡婦
・夫と死別又は離婚後婚姻し
　ていない人で、扶養親族又
　は総所得金額等が38万円以
　下の生計を一にする子を有
　する人
・夫と死別後婚姻していない
　人で、前年中の合計所得金
　額が500万円以下の人

・夫と死別又は離婚後婚姻し
　ていない人で、前年中の合
　計所得金額が500万円以下
　で、かつ、扶養親族である
　子を有する人

②寡夫
・妻と死別又は離婚後婚姻し
　ていない人で、総所得金額
　等が38万円以下の生計を一
　にする子を有し、前年中の
　合計所得金額が500万円以
　下の人

給与所得者のうち、本人が学生・
生徒等であり、合計所得金額が65
万円以下で、そのうち給与所得以
外の所得が10万円以下の場合

本人の合計所得金額が1,000万円
以下で、控除対象配偶者（生計を
一にする配偶者で前年中の合計
所得金額が38 万円以下の人）を
有する場合

合計所得金額が1,000万円以下の
納税義務者が、生計を一にする配
偶者（他の納税義務者の扶養親族
又は事業専従者を除く）を有する
場合

260,000円

300,000円

260,000円

260,000円

控除対象配偶者以外の配偶者の場合 （単位：円）

控除対象配偶者

配偶者控除

※老人控除対象配偶者

納税義務者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

控　　除　　額

控　　除　　額

380,001円～900,000円

900,001円～950,000円

950,001円～1,000,000円

1,000,001円～1,050,000円

1,050,001円～1,100,000円

1,100,001円～1,150,000円

1,150,001円～1,200,000円

1,200,001円～1,230,000円

1,230,001円～

330,000円

～9,000,000円 9,000,001円～
9,500,000円

9,500,001円～
10,000,000円

～9,000,000円 10,000,001円～9,000,001円～
9,500,000円

9,500,001円～
10,000,000円

310,000円

260,000円

210,000円

160,000円

110,000円

60,000円

30,000円

適用なし

220,000円

210,000円

180,000円

140,000円

110,000円

80,000円

40,000円

20,000円

適用なし

110,000円

110,000円

90,000円

70,000円

60,000円

40,000円

20,000円

10,000円

適用なし

障 害 者 控 除

本人又は控除対象配偶者・扶養親族に障害がある場合

特別障害（身障手帳１～２級、療育手帳Ａ級など）

普通障害（身障手帳３～６級、療育手帳Ｂ級など）

110,000円220,000円330,000円

130,000円260,000円380,000円
適用なし

300,000円（同居の場合はさらに230,000円を加算）

260,000円

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
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扶　養　控　除

基　礎　控　除

本人が扶養親族
（生計を一にする親族で、前年中
の合計所得金額が38万円以下の人）
を有する場合

①特定扶養
（年齢19歳以上23歳未満の
　扶養親族）

②老人扶養
（年齢70歳以上の扶養親族）

③同居老親等扶養親族
（②のうち本人又は配偶者
　と同居している直系尊属）

④一般扶養
（年齢16歳以上19歳未満又は、
　年齢23歳以上70歳未満の扶
　養親族）

※16歳未満の子にかかる扶養控除等
　は廃止となりました

すべての納税義務者

450,000円

380,000円

450,000円

330,000円

330,000円
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